
平
成
十
九
年
十
月
十
六
日
提
出

質

問

第

一

二

四

号

最
近
の
け
ん
銃
発
砲
事
件
等
の
警
察
捜
査
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鉢

呂

吉

雄
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最
近
の
け
ん
銃
発
砲
事
件
等
の
警
察
捜
査
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
十
九
年
十
月
五
日
付
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
五
〇
号
）
に
つ
い
て
、
政
府
に
再
度
質
問
す
る
。
な
お
、
国
会

法
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
り
、
再
質
問
主
意
書
受
領
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
答
弁
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
同
様
の
文

言
が
並
ぶ
場
合
で
も
、
各
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
書
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

�
の
一
の
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

（
�
）

答
弁
に
よ
る
と
、
「
第
一
事
件
」
の
通
報
時
間
は
本
年
九
月
十
日
の
午
前
八
時
四
十
分
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
が
、

報
道
（
九
月
十
二
日
北
海
道
新
聞

以
下
同
じ
）
に
よ
る
と
、
「
第
一
事
件
」
の
発
生
時
間
は
午
前
八
時
二
十
分
過

ぎ
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
正
し
け
れ
ば
、
事
件
発
生
か
ら
通
報
を
受
理
す
る
ま
で
に
約
二
十
分
を
要
し
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
時
間
は
い
ず
れ
も
正
確
か
、
ま
た
、
通
報
ま
で
に
約
二
十
分
を
要
し
た
事
情
を
具
体
的
に
答
弁
願
い

た
い
。

（
�
）

答
弁
に
よ
る
と
、
函
館
駅
員
か
ら
鉄
道
警
察
隊
へ
の
通
報
内
容
は
「
函
館
駅
構
内
に
不
審
者
が
い
る
」
と
な
っ
て

い
る
が
、
報
道
に
よ
る
と
「
高
容
疑
者
は
Ｊ
Ｒ
函
館
駅
ホ
ー
ム
で
男
性
客
に
け
ん
銃
の
よ
う
な
も
の
を
突
き
つ
け

『
列
車
に
乗
れ
』
と
脅
し
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
、
ま
た
、
同
隊
に
対
す
る
通
報
の
具
体
的

一



な
内
容
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

二

�
の
一
の
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

答
弁
に
よ
る
と
、
現
在
、
北
海
道
警
察
に
お
い
て
捜
査
中
で
あ
る
と
な
っ
て
い
る
が
、
報
道
に
よ
る
と
、
Ｊ
Ｒ
函
館
駅
で

け
ん
銃
ら
し
い
も
の
を
持
っ
て
い
た
不
審
者
を
「
高
容
疑
者
」
と
特
定
し
て
い
る
。

（
�
）

高
容
疑
者
の
名
前
は
警
察
が
発
表
し
た
も
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
は
正
し
い
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

事
件
が
発
生
し
て
か
ら
、
既
に
一
ヶ
月
近
く
経
過
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
物
の
特
定
が
捜
査
中
と
い

う
答
弁
は
理
解
で
き
な
い
。
銃
撃
戦
で
死
亡
し
た
被
疑
者
と
「
第
一
事
件
」
の
不
審
者
は
同
一
人
物
か
、
答
弁
願
い

た
い
。

（
�
）

報
道
に
よ
る
と
、
高
容
疑
者
が
「
第
二
事
件
」
で
使
っ
た
け
ん
銃
は
中
国
製
ト
カ
レ
フ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

入
手
先
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

平
成
十
九
年
中
九
月
末
ま
で
に
犯
罪
行
為
に
使
わ
れ
た
け
ん
銃
の
押
収
数
及
び
そ
の
う
ち
入
手
先
が
判
明
し
た
数

に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

平
成
十
九
年
中
九
月
末
ま
で
の
け
ん
銃
（
前
記
（
�
）
の
け
ん
銃
を
除
く
）
押
収
数
及
び
そ
の
う
ち
入
手
先
が
判

二



明
し
た
数
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

三

�
の
一
の
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

（
�
）

答
弁
に
よ
る
と
、
函
館
駅
職
員
か
ら
通
報
を
受
け
た
北
海
道
警
察
函
館
方
面
本
部
地
域
課
鉄
道
警
察
隊
の
隊
員
一

名
が
当
該
職
員
か
ら
事
情
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
函
館
駅
構
内
を
捜
索
し
た
、
と
な
っ
て
い
る
。

�

通
報
に
よ
り
臨
場
し
た
の
は
こ
の
隊
員
だ
け
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
隊
員
が
、
事
情
聴
取
に
要
し
た
時
間
と
函
館
駅
構
内
の
捜
索
に
要
し
た
時
間
を
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
隊
員
は
、
函
館
方
面
本
部
地
域
課
通
信
指
令
室
に
速
報
し
た
の
か
、
そ
の
時
間
、
速
報
内
容
に
つ
い
て
答
弁

願
い
た
い
。

�

速
報
し
た
と
す
る
な
ら
、
同
通
信
指
令
室
は
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
た
の
か
、
具
体
的
に
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
課
自
動
車
警
ら
係
は
出
動
し
た
の
か
、
出
動
し
た
と
す
れ
ば
、
出
動
車
両
台
数
、
出
動
人
員
を
答
弁
願
い
た

い
。

�

同
隊
員
は
、
不
審
者
が
所
持
し
て
い
た
と
さ
れ
る
「
け
ん
銃
の
よ
う
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
判
断

を
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

三



�

同
隊
員
が
、
通
信
指
令
室
以
外
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
は
あ
る
の
か
、
あ
れ
ば
報
告
時
間
、
報
告
先
、
報
告
内
容

に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

答
弁
に
よ
る
と
、
一
般
人
か
ら
駅
前
交
番
へ
の
通
報
時
間
は
同
日
午
前
九
時
三
十
五
分
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
が
、

報
道
に
よ
る
と
、
同
じ
こ
ろ
（
午
前
八
時
二
十
分
過
ぎ
）
、
同
駅
構
内
で
高
容
疑
者
に
威
嚇
さ
れ
た
乗
客
は
ほ
か
に

も
お
り
、
一
部
の
乗
客
が
函
館
駅
前
交
番
に
通
報
、
と
な
っ
て
い
る
。
答
弁
に
あ
る
一
般
人
は
一
部
の
乗
客
と
み
ら

れ
、
こ
の
一
般
人
は
「
第
一
事
件
」
が
発
生
し
て
か
ら
約
一
時
間
十
五
分
後
に
通
報
し
た
こ
と
に
な
る
。

�

こ
の
時
間
は
正
し
い
の
か
、
通
報
ま
で
に
約
一
時
間
十
五
分
を
要
し
た
事
情
を
具
体
的
に
答
弁
願
い
た
い
。

�

函
館
西
警
察
署
刑
事
第
二
課
長
は
、
何
時
、
誰
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
報
告
を
受
け
た
の
か
、
答
弁
願
い

た
い
。

（
�
）

答
弁
に
よ
る
と
、
同
課
長
は
交
番
勤
務
員
二
名
及
び
同
署
員
七
名
を
指
揮
し
て
函
館
駅
構
内
及
び
同
駅
周
辺
の
捜

索
及
び
聞
き
込
み
を
実
施
さ
せ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
報
道
に
よ
る
と
、
午
前
八
時
二
十
五
分
こ
ろ
函
館
駅
前
か
ら
高

容
疑
者
ら
し
い
男
が
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
七
飯
町
に
向
か
っ
た
、
と
あ
る
。

�

同
課
長
は
、
現
場
に
臨
場
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

四



�

同
課
長
は
、
「
け
ん
銃
の
よ
う
な
も
の
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
課
長
が
指
揮
し
た
捜
査
対
象
に
は
、
ホ
テ
ル
等
の
宿
泊
施
設
、
タ
ク
シ
ー
会
社
配
車
係
あ
る
い
は
函
館
駅
で

客
待
ち
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
乗
務
員
は
含
ま
れ
て
い
た
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
課
長
は
捜
査
の
結
果
、
報
道
さ
れ
た
高
容
疑
者
が
タ
ク
シ
ー
で
七
飯
町
へ
向
か
っ
た
事
実
を
把
握
し
た
の

か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
課
長
は
捜
査
の
結
果
に
つ
い
て
何
時
、
ど
こ
で
、
誰
に
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
報
告
を
し
た
の
か
、
答
弁
願

い
た
い
。

�

報
告
の
結
果
、
同
課
長
は
何
時
、
ど
こ
で
、
誰
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
指
示
を
受
け
た
の
か
、
答
弁
願
い

た
い
。

（
�
）

答
弁
に
よ
る
と
、
同
日
午
前
十
時
七
分
こ
ろ
、
同
方
面
本
部
捜
査
課
機
動
捜
査
班
員
五
名
も
函
館
駅
に
臨
場
し
、

函
館
駅
構
内
、
周
辺
駐
車
場
等
を
捜
索
し
た
、
と
あ
る
。

�

同
方
面
捜
査
課
は
、
「
第
一
事
件
」
を
何
時
、
誰
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
報
告
を
受
け
て
認
知
し
た
の

か
、
答
弁
願
い
た
い
。

五



�

同
課
課
長
以
下
の
捜
査
幹
部
は
臨
場
し
な
か
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
課
課
長
以
下
が
臨
場
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
判
断
に
基
づ
く
も
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
課
機
動
捜
査
班
の
臨
場
は
、
「
第
一
事
件
」
か
ら
約
一
時
間
五
十
分
後
と
な
る
。
臨
場
が
遅
れ
た
理
由
を
答

弁
願
い
た
い
。

�

同
班
員
は
、
函
館
駅
構
内
、
周
辺
駐
車
場
の
捜
索
の
み
を
実
施
し
た
と
あ
る
が
、
容
疑
者
が
「
第
一
事
件
」
発

生
後
約
一
時
間
五
十
分
を
経
過
し
て
、
な
お
現
場
周
辺
に
い
る
と
判
断
し
た
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

�

同
班
員
は
、
捜
索
以
外
の
捜
査
は
行
わ
な
か
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

四

�
の
一
の
（
�
）
な
い
し
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
は
「
第
二
事
件
」
の
少
な
く
と
も
十
五
時
間
以
上
も
前
に
「
第
一
事
件
」
を
知
り
な
が
ら
「
第
二
事
件
」
の

発
生
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
。
犯
罪
の
予
防
も
ま
た
警
察
の
重
要
な
責
務
で
あ
る
。

答
弁
に
よ
る
「
第
一
事
件
」
認
知
時
に
お
け
る
北
海
道
警
察
の
初
動
捜
査
を
み
る
限
り
、
迅
速
か
つ
集
中
的
、
組
織
的
な

初
動
捜
査
が
展
開
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
第
一
事
件
」
の
初
動
捜
査
を
徹
底
し
て
い
れ
ば
「
第
二
事
件
」
の
発
生

を
防
止
で
き
た
可
能
性
も
あ
り
、
一
般
市
民
が
死
傷
す
る
よ
う
な
事
件
が
発
生
し
な
か
っ
た
の
は
不
幸
中
の
幸
い
と
考
え
な

六



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
�
）

迅
速
、
か
つ
集
中
的
、
組
織
的
な
初
動
捜
査
が
展
開
さ
れ
た
と
考
え
る
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

答
弁
に
よ
る
と
、
北
海
道
警
察
の
行
っ
た
初
動
捜
査
は
左
記
�
及
び
�
の
み
で
あ
っ
て
、
�
な
い
し
�
は
行
わ
な

か
っ
た
、
と
理
解
し
て
い
い
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

�

目
撃
者
等
の
事
情
聴
取
に
よ
る
、
男
の
人
相
、
着
衣
な
ど
の
ほ
か
、
け
ん
銃
の
真
偽
の
確
認
。

�

現
場
周
辺
に
つ
い
て
集
中
的
な
捜
索
に
よ
る
容
疑
者
の
発
見
。

�

駅
周
辺
の
ホ
テ
ル
、
モ
ー
テ
ル
、
サ
ウ
ナ
な
ど
の
宿
泊
施
設
の
聞
き
込
み
と
手
配
、
タ
ク
シ
ー
会
社
、
バ
ス
会

社
な
ど
交
通
機
関
へ
の
手
配
。

�

け
ん
銃
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
営
業
開
始
直
前
の
銀
行
な
ど
、
金
融
機
関
へ
の
警
戒
手
配
。

�

け
ん
銃
が
隠
匿
さ
れ
そ
う
な
駅
構
内
の
ロ
ッ
カ
ー
や
ト
イ
レ
な
ど
の
捜
索
。

�

駅
な
ど
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
容
疑
者
の
特
定
。

（
�
）

「
第
二
事
件
」
の
発
生
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
要
因
に
関
し
て
所
感
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

「
第
一
事
件
」
の
発
生
時
間
は
金
融
機
関
の
開
店
間
際
の
時
間
帯
で
あ
る
。
金
融
機
関
の
警
戒
体
制
の
強
化
を
呼

七



び
か
け
る
広
報
を
し
な
か
っ
た
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

報
道
に
よ
る
と
、
高
容
疑
者
は
九
月
十
日
午
前
中
に
渡
島
管
内
七
重
町
の
ホ
テ
ル
に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
し
て
い
る
。

「
第
一
事
件
」
の
発
生
直
後
に
宿
泊
施
設
等
に
対
す
る
手
配
を
し
て
い
れ
ば
、
高
容
疑
者
を
発
見
で
き
た
可
能
性
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宿
泊
施
設
等
に
対
す
る
手
配
は
行
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。
手
配
を
し
て
い
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

「
第
一
事
件
」
の
発
生
直
後
に
タ
ク
シ
ー
会
社
に
対
す
る
手
配
を
し
て
い
れ
ば
、
高
容
疑
者
に
関
す
る
情
報
を
入

手
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
タ
ク
シ
ー
会
社
に
対
す
る
手
配
は
行
っ
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。
手

配
を
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
答
弁
願
い
た
い
。

五

�
の
二
の
（
�
）
及
び
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

（
�
）

北
海
道
警
察
が
、
報
道
機
関
に
発
表
し
た
日
時
、
発
表
内
容
、
発
表
者
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

北
海
道
新
聞
（
平
成
十
九
年
九
月
十
二
日
）
は
、
「
第
一
事
件
」
の
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
前
日
九
日
及
び

「
第
一
事
件
」
後
の
高
容
疑
者
の
足
取
り
を
詳
細
に
報
道
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
北
海
道
警
察
が
報

道
機
関
に
発
表
し
た
も
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

八



（
�
）

警
察
発
表
の
内
容
と
報
道
さ
れ
た
内
容
と
に
相
違
点
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
内
容
を
答
弁
願
い
た
い
。

六

�
の
一
の
（
�
）
及
び
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

（
�
）

平
成
五
年
以
降
の
け
ん
銃
の
各
年
別
押
収
数
の
う
ち
、
海
外
か
ら
密
輸
入
さ
れ
た
け
ん
銃
の
数
を
各
年
別
に
答
弁

願
い
た
い
。

（
�
）

平
成
五
年
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
首
な
し
け
ん
銃
」
の
押
収
数
を
各
年
別
に
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

い
わ
ゆ
る
「
首
な
し
け
ん
銃
」
は
い
か
な
る
手
続
き
で
押
収
し
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

い
わ
ゆ
る
「
首
な
し
け
ん
銃
」
と
判
明
し
た
場
合
に
、
真
の
け
ん
銃
の
所
有
者
を
け
ん
銃
の
不
法
所
持
（
銃
刀
法

違
反
）
で
検
挙
し
た
事
例
は
あ
る
か
、
平
成
五
年
以
降
の
数
を
各
年
別
に
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

真
の
け
ん
銃
の
所
有
者
を
隠
し
、
け
ん
銃
を
提
出
し
た
者
を
犯
人
蔵
匿
等
（
刑
法
第
一
〇
三
条
）
、
証
拠
隠
滅
等

（
刑
法
第
一
〇
四
条
）
で
検
挙
し
た
事
例
は
あ
る
か
、
平
成
五
年
以
降
の
件
数
を
各
年
別
に
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

真
の
け
ん
銃
所
有
者
を
見
逃
す
行
為
は
、
見
逃
し
た
警
察
官
に
つ
い
て
も
、
け
ん
銃
の
不
法
所
持
（
銃
刀
法
違

反
）
、
犯
人
蔵
匿
等
（
刑
法
第
一
〇
三
条
）
、
証
拠
隠
滅
等
（
刑
法
第
一
〇
四
条
）
に
抵
触
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
平
成
五
年
以
降
、
警
察
官
が
こ
れ
に
抵
触
す
る
と
し
て
検
挙
さ
れ
た
件
数
を
各
年
別
に
答
弁
願
い
た
い
。

九



七

�
の
一
の
（
�
）
な
い
し
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

答
弁
に
よ
る
と
、
暴
力
団
の
対
抗
措
置
な
ど
、
警
察
の
現
場
に
お
け
る
け
ん
銃
に
係
る
捜
査
を
め
ぐ
る
環
境
が
従
前
に
も

増
し
て
厳
し
く
な
っ
て
い
る
状
況
が
あ
る
な
ど
と
、
そ
の
要
因
が
専
ら
外
部
環
境
の
変
化
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
�
）

け
ん
銃
摘
発
に
係
る
捜
査
技
術
等
で
、
現
場
警
察
官
に
不
足
し
て
い
る
点
が
あ
れ
ば
、
そ
の
諸
点
を
答
弁
願
い
た

い
。
ま
た
不
足
し
て
い
る
諸
点
に
つ
い
て
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
指
導
・
教
育
を
行
っ
て
い
く
の
か
、
答
弁
願
い
た

い
。

（
�
）

暴
力
団
の
対
抗
措
置
に
対
し
て
、
現
場
の
警
察
官
に
求
め
ら
れ
る
け
ん
銃
摘
発
に
係
る
捜
査
技
術
等
に
つ
い
て
答

弁
願
い
た
い
。

（
�
）

現
場
の
警
察
官
の
け
ん
銃
摘
発
に
係
る
捜
査
技
術
等
の
向
上
策
を
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

そ
の
他
、
け
ん
銃
摘
発
に
係
る
警
察
署
等
の
現
場
の
捜
査
力
強
化
の
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

八

�
の
二
の
（
�
）
な
い
し
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

け
ん
銃
摘
発
に
伴
う
違
法
捜
査
に
よ
り
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
警
察
官
や
元
警
察
官
が
刑
事
責
任
を
追
及
さ
れ
た
り
、
懲
戒

処
分
を
受
け
て
い
る
。

一
〇



（
�
）

そ
の
要
因
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

警
察
庁
と
し
て
、
再
発
防
止
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
対
策
を
講
じ
て
き
た
の
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

九

�
の
三
の
（
�
）
及
び
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

（
�
）

平
成
十
六
年
四
月
以
降
、
組
織
犯
罪
に
対
し
て
は
徹
底
的
に
対
策
を
講
じ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
暴
力
団
構

成
員
又
は
準
構
成
員
か
ら
の
け
ん
銃
押
収
数
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
そ
の
要
因
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た

い
。

（
�
）

平
成
十
六
年
四
月
以
降
、
暴
力
団
の
組
織
的
管
理
に
係
る
け
ん
銃
の
摘
発
件
数
と
事
件
の
具
体
的
内
容
を
各
年
別

に
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

平
成
十
六
年
四
月
以
降
、
暴
力
団
が
管
理
す
る
銃
器
の
摘
発
を
端
緒
と
し
て
暴
力
団
を
壊
滅
し
た
件
数
と
具
体
的

内
容
を
各
年
別
に
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

本
年
に
入
っ
て
か
ら
、
指
定
暴
力
団
住
吉
会
系
幹
部
の
射
殺
事
件
、
指
定
暴
力
団
山
口
組
系
幹
部
に
よ
る
前
長
崎

市
長
射
殺
事
件
、
指
定
暴
力
団
極
東
会
系
組
員
の
け
ん
銃
乱
射
事
件
、
愛
知
県
長
久
手
町
の
暴
力
団
関
係
者
に
よ
る

け
ん
銃
発
砲
・
立
て
籠
も
り
事
件
、
函
館
市
内
の
指
定
暴
力
団
住
吉
会
系
組
員
と
警
察
官
と
の
銃
撃
戦
等
、
暴
力
団

一
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関
係
者
に
よ
る
け
ん
銃
発
砲
事
件
が
相
次
い
で
い
る
。
警
察
庁
の
組
織
犯
罪
対
策
の
成
果
は
上
が
っ
て
い
な
い
と
考

え
ら
れ
る
が
、
所
感
を
答
弁
願
い
た
い
。

十

�
の
三
の
（
�
）
の
答
弁
に
つ
い
て

（
�
）

け
ん
銃
摘
発
の
業
務
を
刑
事
部
門
か
ら
生
活
安
全
部
門
に
移
管
し
た
の
は
い
つ
か
、
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

こ
の
移
管
に
よ
っ
て
、
暴
力
団
捜
査
を
主
管
す
る
刑
事
部
門
の
け
ん
銃
摘
発
の
意
欲
が
減
退
し
、
生
活
安
全
部
門

で
は
首
な
し
け
ん
銃
の
摘
発
な
ど
安
易
な
捜
査
手
法
に
よ
る
け
ん
銃
摘
発
が
行
わ
れ
た
と
聞
く
。
こ
の
移
管
は
事
実

上
、
失
策
と
考
え
ら
れ
る
が
、
所
感
を
答
弁
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

一
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